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この度、請負就業報告書が新しくなり、         

就業時間記入欄に午前・午後の欄が追加されました。  

会員の皆さんは、作業終了後に、就業日の曜日と就業時間を書

き入れ、一枚目、二枚目の確認印の欄に就業先（発注者）の認印

をいただいてください。就業報告書に機械使用料等の記入漏れが

無いか、十分確認のうえ提出してください。記入が漏れてしまう

とお支払いができない場合がございますのでご注意ください。 
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安
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令和 6 年度安全就業標語  会員番号 9186 梶 行雄 

 生き生きと  今日も事故なし  楽しく仕事 
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就業報告書が新しくなります 

(記入例) 
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 シルバー通信 令和６年６月発行 １２３号 

最新情報満載のホームページを是非ご覧ください。 https://www.toride-sjc.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

傷害事故 

<除 草> 転落事故 

除草作業中に高さ３ｍの三脚脚立から転落 

 

＜事故の対応について＞ 

会員が予防対策を遵守して事故が発生した際は、

賠償責任保険、団体傷害保険の対象となりますが、

遵守されていない事故については保険適用外とな

り、全額自己負担となります。 

作業現場を確認し、安全が確保できない場合は、

請け負わないようにしてください。作業の際は、

出来る限り複数人での就業を心掛け、安全就業基

準を遵守するようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

各支払日の午後、ゆうちょ銀行指定口座へ入金

します。配分金の支払い日以降に明細書を事務

局にてお渡しできます。お申し出ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和６年７月２３日（火） 

午前１０：００～午後３：００まで 

【３０分程度個別に行います。】 

場 所：シルバー人材センター事務所 

申込み：事前予約制（電話受付可） 

 

※上記以外でも、常時受付をしておりますので 

ご相談ください。 

※８月９日(金)就業交替説明会を行います。 

 案内を同封していますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

▸令和６年度定時総会通知 

▸出席確認届・委任状・書面議決書 

▸令和６年度定時総会議案書 

▸定時総会質問票 

▸封筒（返信用） 

▸シルバー通信１２３号 

▸継続就業先の就業会員募集について 

（ご案内） 

 

就業相談を実施します 

同封しました 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 

① ４月・５月・６月に就業している場合 

▸配分金が 2,000 円以上ある方は、ゆうちょ銀行への配分

金振込時に会費分が差し引かれます。 

▸配分金明細書の控除欄に、会費の 2,000 円が記載され、

差引支払額及び個人合計額欄には、会費分が差し引かれた

金額が記載されております。ご確認ください。 

（通帳記帳時には、会費が差し引かれた後の金額が印字されます

のでご了承ください。） 

※会費の納入方法については『会員会費規程第４条』に記載

されています。毎年６月末日までに納入していただくこと

になっております。（会員会費規程第３条） 

②就業していない場合 

▸現金での納入になります。 

センター事務局までお越しいただき

ますよう、お願いいたします。 

 

③派遣・有料職業紹介就業の場合 

▸派遣・有料職業紹介での就業につ

いては、金融機関での自動引き落と

し対応ができておりません。現金で

の納入となります。お手数をおかけ

いたしますがセンター事務局まで、

お越しいただきますよう、お願いい

たします。 

 

事故・ケガの発生状況 

配分金入金日について 

６月１７日（月）  ７月１６日（火） 

８月１５日（木） ９月１７日（火） 


